
関
西
国
際
空
港
二
期
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

関
西
国
際
空
港
二
期
事
業
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
掲
げ
る
措
置
を
前
提
と
し

て
、
二
〇
〇
七
年
限
定
供
用
に
向
け
て
整
備
を
進
め
る
。

一
．
二
期
事
業
の
施
設
整
備
は
、
二
本
目
の
滑
走
路
を
供
用
す
る
た
め
に
必
要

不
可
欠
な
も
の
に
限
定
し
て
行
う
こ
と
と
す
る
。
先
送
り
し
た
事
業
は
、
限

定
供
用
後
の
需
要
動
向
、
会
社
の
経
営
状
況
等
を
見
つ
つ
行
う
。

二
．
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
は
、
同
社
の
安
定
的
な
経
営
基
盤
を
確
立
し
、

有
利
子
債
務
の
確
実
な
償
還
を
期
す
た
め
に
設
け
ら
れ
た
補
給
金
制
度
の
趣

旨
等
を
踏
ま
え
、
一
層
の
経
営
改
善
を
進
め
、
安
定
的
に
経
常
黒
字
を
確
保

し
、
補
給
金
及
び
政
府
保
証
債
に
頼
る
必
要
の
な
い
安
定
的
な
経
営
基
盤
を

一
日
も
早
く
確
立
す
る
よ
う
努
め
る
。

三
．
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
は
、
関
西
国
際
空
港
が
国
際
拠
点
空
港
と
し
て

の
機
能
を
十
全
に
発
揮
す
る
よ
う
、
関
係
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
と
一
体

と
な
っ
て
、
二
〇
〇
七
年
度
は
十
三
万
回
程
度
、
二
〇
〇
八
年
度
は
十
三
・

五
万
回
程
度
、
そ
の
後
も
前
号
の
経
営
基
盤
の
確
立
に
必
要
な
需
要
の
確
保

、

。

の
た
め
に

集
客
・
利
用
促
進
・
就
航
促
進
に
向
け
た
更
な
る
努
力
を
行
う

四
．
大
阪
国
際
空
港
に
つ
い
て
、
以
下
の
措
置
を
講
じ
る
。

（
一
）

空
港
整
備
法
上
の
位
置
付
け
に
関
し
て
は
、
大
都
市
圏
拠
点
空
港
の

整
備
が
一
巡
し
よ
う
と
し
て
い
る
状
況
の
中
で
、
空
港
整
備
法
上
の

空
港
種
別
の
在
り
方
の
見
直
し
の
必
要
性
等
の
論
点
を
踏
ま
え
、
二

種
Ａ
空
港
へ
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
次
期
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画

の
策
定
の
中
で
、
交
通
政
策
審
議
会
航
空
分
科
会
に
お
い
て
検
討
を

行
う
。

（
二
）

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で
段
階
的
に
Ｙ
Ｓ
代
替
ジ
ェ

ッ
ト
枠
五
〇
を
削
減
し
た
上
で
、
総
枠
三
七
〇
（
う
ち
ジ
ェ
ッ
ト
枠

二
〇
〇
）
を
上
限
と
し
て
運
用
す
る
。
ま
た
、
運
用
時
間
に
つ
い
て

は
、
七
時
か
ら
二
十
一
時
ま
で
と
す
る
。

（
三
）

環
境
対
策
費
に
つ
い
て
は
、
大
幅
に
削
減
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
十

七
年
度
か
ら
の
十
五
年
間
に
お
け
る
総
額
を
六
三
七
億
円
以
内
に
す

る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
同
空
港
の
利
用
者
が
負
担
す
る
仕
組
み
を
導

入
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
八
日

谷

垣

禎

一

財

務

大

臣

北

側

一

雄

国
土
交
通
大
臣


